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明
ら
か
に
２
審
前
の
時
間
切
れ
狙
い

　

ウ
マ
ラ
元
大
統
領
は
、
伯

国
で
の
汚
職
捜
査
ラ
ヴ
ァ
・

ジ
ャ
ッ
ト
作
戦
（
Ｌ
Ｊ
）
で

マ
ル
セ
ロ
・
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト

Ｏ
社
元
社
長
ら
が
行
っ
た
報

奨
付
供
述
が
発
端
と
な
っ
て

逮
捕
さ
れ
た
、
初
め
て
の
元

国
家
元
首
だ
。

　

Ｏ
社
幹
部
ら
は
米
国
司
法

当
局
に
、
２
０
０
５
年
〜

１
４
年
に
ペ
ル
ー
だ
け
で

２
千
万
ド
ル
以
上
の
違
法
献

金
を
行
っ
た
と
の
供
述
を

行
っ
て
い
た
。
ウ
マ
ラ
元
大

統
領
の
逮
捕
は
、
Ｏ
社
と
の

つ
な
が
り
が
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
る
ラ
米
諸
国
の
指
導
者

に
「
明
日
は
我
が
身
」
と
の

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
っ
て
い

る
。

　

Ｏ
社
の
報
奨
付
供
述
に
基

づ
く
汚
職
捜
査
は
、
コ
ロ
ン

ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ベ
ネ

　

下
院
の
政
治
改
革
委
員
会
で
１
３
日
、
報
告
官
の
ヴ
ィ
セ
ン
テ
・
カ
ン
ジ
ド
下

議
が
作
成
し
た
意
見
書
に
、
１
８
年
大
統
領
選
出
馬
を
め
ざ
す
ル
ー
ラ
元
大
統
領

の
逮
捕
回
避
の
た
め
、
選
挙
法
に
あ
る
候
補
者
の
不
逮
捕
期
間
を
延
長
す
る
項
目

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
１
５
、１
６
日

付
伯
字
紙
が
報
じ
て
い
る
。

を
助
け
る
が
、
本
当
の
意
図

は
ル
ー
ラ
氏
だ
け
で
な
く
、

検
察
や
警
察
が
捜
査
中
の
全

て
の
政
治
家
を
守
ろ
う
と
考

え
た
と
い
う
。
同
下
議
は
、

政
治
家
に
対
す
る
捜
査
で
は

検
察
や
警
察
の
権
力
が
濫
用

さ
れ
て
お
り
、
現
状
改
正
が

必
要
だ
と
い
う
。

　

だ
が
、
同
下
議
が
こ
の
項

目
を
含
む
意
見
書
を
提
出
し

た
の
は
、
パ
ラ
ナ
州
連
邦
地

裁
の
セ
ル
ジ
オ
・
モ
ロ
判
事

が
、
聖
州
グ
ア
ル
ジ
ャ
ー
の

高
級
三
層
住
宅
を
介
し
た
収

賄
の
容
疑
で
ル
ー
ラ
氏
に
９

年
６
カ
月
の
実
刑
判
決
を
下

し
た
翌
日
の
こ
と
だ
。

　

し
か
も
、「
８
カ
月
前
」

と
い
う
判
断
も
絶
妙
だ
。
そ

れ
は
、
南
大
河
州
の
第
４
連

邦
地
域
裁
が
ル
ー
ラ
氏
の
第

２
審
（
控
訴
審
）
を
行
う
の

が
最
速
で
も
来
年
の
１
月

１
８
日
で
、同
裁
長
官
も「
裁

判
は
来
年
の
８
月
ま
で
に
行

わ
れ
る
見
込
み
」
と
語
る

に
止
ま
っ
て
い
る
た
め
だ
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
・
リ
ン
パ
法
で

は
、
複
数
の
判
事
に
よ
る
裁

判
で
有
罪
と
な
ら
な
い
と
、

出
馬
停
止
に
は
な
ら
な
い
。

　

１
２
日
に
実
刑
判
決
を
出

さ
れ
て
以
来
、
伯
国
の
話
題

を
集
め
る
ル
ー
ラ
元
大
統
領

だ
が
、
そ
れ
に
伴
い
、
同
氏

の
痛
烈
な
批
判
者
と
し
て
知

ら
れ
る
ジ
ョ
ア
ン
・
ド
リ
ア

聖
市
市
長
も
注
目
を
集
め
て

い
る
。
こ
こ
連
日
、
市
長
が

ル
ー
ラ
氏
に
関
し
て
何
か
言

　

カ
ン
ジ
ド
下
議
が
加
筆
し

た
意
見
書
は
８
月
の
委
員
会

で
審
議
後
、
下
院
本
会
議
を

経
て
上
院
に
回
さ
れ
る
が
、

１
８
年
選
挙
か
ら
適
用
さ
れ

る
た
め
に
は
９
月
ま
で
の
成

立
が
不
可
欠
だ
。

　

だ
が
、
下
院
で
は
早
速
、

同
提
案
に
対
す
る
波
紋
が
広

が
っ
て
い
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
・

マ
イ
ア
議
長
（
民
主
党
・
Ｄ

Ｅ
Ｍ
）
は
「
初
耳
だ
。
こ
ん

な
法
案
が
下
院
を
通
過
す
る

は
ず
は
な
い
」
と
語
り
、
同

党
下
院
リ
ー
ダ
ー
の
エ
フ
ァ

イ
ネ
・
フ
ィ
ー
リ
ョ
下
議
も

「
政
治
改
革
を
審
議
す
べ
き

時
期
に
何
と
い
う
提
案
を
。

承
認
の
可
能
性
は
ゼ
ロ
だ
」

と
憤
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｐ
Ｔ
と
同
じ
左
翼

政
党
の
受
け
も
悪
く
、
社
会

選
挙
の
８
カ
月
前
不
逮
捕
？

ズ
エ
ラ
と
い
っ
た
ラ
米
諸
国

の
政
府
中
枢
に
も
及
ん
で
お

り
、
世
界
各
国
か
ら
の
伯
国

検
察
庁
へ
の
捜
査
協
力
依
頼

は
３
月
以
降
、
急
増
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
今
後

の
捜
査
の
展
開
次
第
で
、
政

治
、
経
済
両
面
で
の
危
機
が

顕
在
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

　

ラ
米
諸
国
の
識
者
は
「
Ｏ

社
の
汚
職
の
構
造
は
深
く
ラ

米
諸
国
を
蝕
ん
で
お
り
、
司

取
っ
た
容
疑
が
持
た
れ
て
い

る
。
２
人
に
は
１
８
カ
月
の

予
備
拘
留
が
宣
告
さ
れ
た
。

　

ト
レ
ド
元
大
統
領
に
も
逮

捕
状
が
出
て
い
る
が
、
現
在

は
米
国
で
逃
亡
生
活
を
送
っ

て
い
る
。
ペ
ル
ー
検
察
は
ウ

マ
ラ
元
大
統
領
に
も
逃
亡
の

恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
予
備

拘
留
を
求
め
て
い
た
。

　
【
既
報
関
連
】
１
３
日
に

ペ
ル
ー
の
ウ
マ
ラ
元
大
統
領

と
妻
の
エ
レ
デ
ィ
ア
氏
が
、

資
金
洗
浄
と
収
賄
の
容
疑
で

逮
捕
さ
れ
た
と
１
４
、１
５

日
付
伯
字
各
紙
・
サ
イ
ト
で

報
じ
ら
れ
た
。

　

同
元
大
統
領
に
は
、

２
０
０
６
年
と
２
０
１
１
年

の
大
統
領
選
の
際
、
伯
国
の

大
手
建
設
会
社
の
オ
デ
ブ
レ

ヒ
ト
（
Ｏ
）
社
か
ら
、
選
挙

資
金
と
し
て
賄
賂
を
受
け

伯
国
建
設
Ｏ
社
が
選
挙
資
金
提
供

メ
ロ
が
男
子
ダ
ブ
ル
ス
で
優
勝

「
南
米
諸
国
の
危
機
」と
識
者

法
が
適
切
に
対
処
し
な
け
れ

ば
、
各
国
民
主
主
義
の
危
機

と
な
る
」
と
の
見
解
で
一
致

し
て
い
る
。

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
政
治
学

者
セ
ル
ヒ
オ
・
ベ
レ
ン
ス
テ

イ
ン
氏
は
、「
ラ
米
諸
国
の

政
治
は
汚
職
と
切
り
離
せ
な

い
関
係
に
あ
る
。
自
浄
作
用

が
働
か
な
い
と
、
政
治
シ
ス

テ
ム
は
一
層
弱
体
化
す
る
」

と
言
う
。
ま
た
、
ペ
ル
ー
の

政
治
学
者
ア
ド
リ
ア
ナ
・
ウ

ル
テ
ィ
ア
氏
は
、「
Ｏ
社
の

事
件
発
覚
は
中
南
米
の
行
く

末
に
と
っ
て
の
分
水
嶺
。
汚

職
撲
滅
の
た
め
の
司
法
の
役

割
に
つ
い
て
論
ず
る
機
会
は

以
前
も
あ
っ
た
が
、
ペ
ル
ー

で
の
元
大
統
領
逮
捕
で
こ
の

論
議
が
公
平
に
適
用
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

も
の
だ
と
い
う
が
、
カ
ン
ジ

ド
下
議
が
政
治
改
革
委
員
会

に
「
２
０
１
８
年
選
挙
か
ら

は
、
候
補
者
は
選
挙
（
投
票

日
）
の
８
カ
月
以
内
は
逮
捕

さ
れ
な
い
」
と
の
項
目
を
加

え
た
意
見
書
を
提
出
し
た
と

報
じ
た
の
は
１
５
日
付
エ
ス

タ
ー
ド
紙
だ
っ
た
。

　

現
行
の
選
挙
法
第
２
３
６

条
で
は
、
候
補
者
が
逮
捕
さ

れ
な
い
期
間
は
「
投
票
日
の

１
５
日
前
か
ら
」
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
規
定
を
大
幅

に
拡
大
す
る
も
の
だ
。

　

カ
ン
ジ
ド
下
議
は
ル
ー
ラ

氏
の
労
働
者
党
（
Ｐ
Ｔ
）
所

属
で
、
同
下
議
の
意
見
書
は

８
月
３
日
に
同
委
員
会
で
審

議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
同
下
議
に
よ
る
と
、
こ

の
項
目
は
確
か
に
ル
ー
ラ
氏

ウマラ元大統領（Agencia Brasil）

ヴィセンテ・カンジド下議（Lula Marques/AGPT）

議
会
で
早
く
も
強
い
反
発
も

ウィンブルドン・
テニス

自
由
党
（
Ｐ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
）
の
イ

ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
レ
ン
テ
下
議

は
「
民
主
主
義
の
助
け
に
は

な
ら
な
い
」、
レ
デ
（
Ｒ
Ｅ

Ｄ
Ｅ
）
の
ラ
ン
ド
ル
フ
・
ロ

ド
リ
ゲ
ス
上
議
も
「
は
ず
か

し
く
、
嘆
か
わ
し
い
」
と
批

判
し
て
い
る
。

う
度
に
マ
ス
コ
ミ
の
話
題
に

な
る
た
め
、
他
の
政
治
家
か

ら
は
「
ま
る
で
オ
ウ
ム
の
よ

う
だ
」
と
揶
揄
さ
れ
た
り
、

左
翼
系
と
思
わ
れ
る
人
か
ら

自
宅
が
落
書
さ
れ
た
り
と
い

う
被
害
に
も
遭
っ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
も
市
長
の

ル
ー
ラ
批
判
は
止
ま
ら
ず
、

１
６
日
に
は
「
Ｐ
Ｔ
政
権

が
改
革
し
た
の
は
三
層
住
宅

と
別
荘
だ
け
だ
」
と
、
ル
ー

ラ
氏
の
裁
判
の
大
元
と
な
っ

て
い
る
疑
惑
物
件
に
絡
め
た

ジ
ョ
ー
ク
ま
で
飛
び
出
し

た
。
舌
戦
と
し
て
は
な
か
な

か
面
白
い
が
。

　
　
　
　
　

◎

　

本
格
的
に
乾
季
に
入
っ
た

聖
市
で
は
、
６
月
１
４
日
以

来
、
雨
が
降
っ
て
い
な
い
状

況
に
陥
っ
て
い
る
。
幸
い
、

５
月
と
６
月
上
旬
は
雨
が
か

な
り
降
っ
た
の
で
な
ん
と
か

な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
雨

季
が
戻
る
前
ま
で
に
は
な
ん

と
か
湿
気
を
取
り
戻
し
て
も

ら
い
た
い
と
こ
ろ
。
ま
た
、

今
の
よ
う
な
乾
燥
し
た
季
節

で
は
咳
や
鼻
水
が
出
や
す
く

な
る
。
水
分
を
多
め
に
と
っ

て
、
う
が
い
を
し
、
寝
る
前

に
加
湿
器
を
作
動
さ
せ
る
な

ど
し
て
、
体
調
を
壊
さ
な
い

努
力
も
お
す
す
め
だ
。

　
　
　
　
　

◎

　

コ
リ
ン
チ
ャ
ン
ス
が
首
位

を
快
走
し
、
サ
ン
ト
ス
、
パ

ル
メ
イ
ラ
ス
も
リ
ベ
ル
タ

ド
ー
レ
ス
杯
進
出
圏
内
を

キ
ー
プ
し
て
い
る
サ
ッ
カ
ー

の
全
国
選
手
権
だ
が
、
聖
州

４
強
で
サ
ン
パ
ウ
ロ
Ｆ
Ｃ
だ

け
が
す
っ
か
り
蚊
帳
の
外
。

１
６
日
の
対
シ
ャ
ペ
コ
エ
ン

セ
戦
で
も
０
―
２
と
い
い
と

こ
ろ
な
く
敗
れ
、
こ
れ
で
９

戦
連
続
で
勝
ち
星
な
し
。
順

位
は
降
格
圏
内
の
１
８
位
に

低
迷
中
だ
し
、
何
と
か
浮
上

の
き
っ
か
け
を
掴
み
た
い
と

こ
ろ
。

　

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
１
６
日
、

ニ
コ
ラ
ス
・
マ
ド
ゥ
ー
ロ
大

統
領
が
公
示
し
た
憲
法
改
正

の
た
め
の
制
憲
議
会
設
置
の

賛
否
を
問
う
国
民
投
票
が
行

わ
れ
、
７
０
０
万
人
余
が
投

票
に
参
加
。
９
８
・
４
％
が

制
憲
議
会
設
置
に
反
対
の
票

を
投
じ
た
と
１
７
日
付
伯
字

紙
、
サ
イ
ト
が
報
じ
た
。

　

７
月
３
０
日
の
制
憲
政
議

会
議
員
選
挙
を
２
週
間
後
に

控
え
た
国
民
投
票
は
２
週

間
前
に
議
会
が
提
案
。
体
制

派
の
選
挙
委
員
会
が
認
可
し

て
い
な
い
非
公
式
な
も
の
だ

が
、
８
０
超
の
国
も
含
む
約

２
千
カ
所
の
投
票
所
に
は
、

７
１
８
万
６
１
７
０
人
（
国

内
６
４
９
万
２
３
８
１
人
、

国
外
６
９
万
３
７
８
９
人
）

が
列
を
な
し
た
。

　

同
国
で
は
、
１
５
年
の
議

員
選
挙
で
７
７
０
万
人
が
野

党
候
補
に
投
票
し
、
１
７
年

間
議
会
を
支
配
し
て
き
た
体

制
派
が
敗
れ
、
与
野
党
の
勢

力
が
逆
転
し
た
。
だ
が
、
議

会
が
承
認
し
た
法
案
は
皆
、

最
高
裁
が
差
し
止
め
、
大
統

領
選
挙
の
前
倒
し
を
求
め
る

声
も
、
選
挙
委
員
会
が
一
方

的
に
署
名
無
効
を
宣
言
し
、

国
民
に
圧
力
を
か
け
る
な
ど

し
て
、
も
み
消
さ
れ
た
。

　

同
国
で
は
今
年
、
体
制
派

の
圧
力
が
増
し
、
最
高
裁
が

議
員
の
法
的
特
権
剥
奪
な
ど

の
目
に
余
る
行
動
に
も
出
た

た
め
、
４
月
１
日
以
降
、
連

日
の
よ
う
に
抗
議
行
動
が
発

生
。
既
に
１
０
０
人
超
の
死

者
が
出
て
い
る
。

　

今
回
の
国
民
投
票
は
教
会

や
国
連
、
米
国
、
米
州
機

構
、
複
数
の
ラ
米
・
欧
州
諸

国
政
府
か
ら
の
支
援
を
得
て

お
り
、
制
憲
議
会
を
拒
否
す

る
か
、
軍
が
現
行
の
憲
法
を

擁
護
す
る
事
を
望
む
か
、
マ

ド
ゥ
ー
ロ
氏
の
任
期
終
了
前

の
大
統
領
選
実
施
を
望
む
か

が
問
わ
れ
た
。

　

今
回
の
国
民
投
票
は
メ
キ

シ
コ
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ボ
リ

ビ
ア
、
コ
ス
タ
リ
カ
の
元
大

統
領
ら
立
ち
会
い
の
下
で
行

わ
れ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
当
日
は
体
制

派
が
カ
ラ
カ
ス
大
都
市
圏
の

投
票
所
前
で
投
票
者
の
列
を

襲
撃
す
る
事
件
が
起
き
、
同

国
検
察
が
６
１
歳
の
女
性

が
死
亡
し
た
と
発
表
し
た
。

１
７
日
付
サ
イ
ト
は
死
者
は

２
人
と
報
じ
て
い
る
。

　

世
界
の
テ
ニ
ス
界
で
の
最

高
峰
の
大
会
、
ロ
ン
ド
ン
で

開
催
中
の
ウ
ィ
ン
ブ
ル
ド
ン

男
子
ダ
ブ
ル
ス
で
１
５
日
、

伯
国
の
マ
ル
セ
ロ
・
メ
ロ

が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
ル
カ

シ
ュ
・
ク
ボ
ッ
ト
と
の
コ
ン

ビ
で
悲
願
の
同
大
会
初
優
勝

を
飾
っ
た
。
１
６
日
付
伯
字

紙
が
報
じ
て
い
る
。

　

メ
ロ
と
ル
カ
シ
ュ
は
優
勝

を
賭
け
、
オ
リ
バ
ー
・
マ
ラ

ハ
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
と
マ

テ
・
パ
ヴ
ィ
ッ
チ
（
ク
ロ
ア

チ
ア
）と
の
決
勝
に
臨
ん
だ
。

　

事
前
か
ら
メ
ロ
た
ち
優
勝

を
予
想
す
る
声
は
高
か
っ
た

も
の
の
、
試
合
は
序
盤
か
ら

大
接
戦
と
な
り
、
５
―
７
、

７
―
５
、７
―
６
、３
―
６
で

最
終
セ
ッ
ト
に
至
っ
た
。

　

第
５
セ
ッ
ト
も
手
に
汗
握

る
熱
戦
と
な
り
、
結
局
、
４

時
間
３
９
分
と
い
う
長
い

試
合
の
末
、
第
５
セ
ッ
ト
を

１
３
―
１
１
で
も
の
に
し
た

メ
ロ
と
ク
ボ
ッ
ト
が
セ
ッ
ト

カ
ウ
ン
ト
３
対
２
で
優
勝
を

果
た
し
た
。

　

人
生
の
目
標
を
達
成
で
き

た
こ
と
に
感
極
ま
っ
た
メ
ロ

は
、「
こ
の
喜
び
を
何
と
言

い
表
し
て
い
い
の
か
。
言
葉

が
な
い
。
幼
い
と
き
か
ら
グ

ラ
ン
ド
ス
ラ
ム
（
世
界
四
大

大
会
）、
と
り
わ
け
ウ
ィ
ン

ブ
ル
ド
ン
で
優
勝
す
る
こ
と

だ
け
を
考
え
て
育
っ
た
し
、

僕
を
知
っ
て
い
る
人
は
皆
、

そ
れ
を
知
っ
て
い
た
。
僕
は

歴
史
に
名
を
刻
ん
だ
ん
だ
」

と
心
中
を
吐
露
し
た
。

　

ミ
ナ
ス
・
ジ
ェ
ラ
イ
ス
州

ベ
ロ
・
オ
リ
ゾ
ン
テ
出
身
の

メ
ロ
は
３
３
歳
。
グ
ラ
ン
ド

ス
ラ
ム
制
覇
は
、
２
０
１
５

年
の
全
仏
オ
ー
プ
ン
が
１
度

あ
る
が
、
最
大
の
大
会
で
あ

る
ウ
ィ
ン
ブ
ル
ド
ン
で
は
、

２
０
１
４
年
に
１
度
、
決
勝

ま
で
進
ん
だ
も
の
の
、
準
優

勝
に
終
わ
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
こ
の
優
勝
に
よ
っ

て
、
メ
ロ
の
ダ
ブ
ル
ス
で
の

世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
１
位
返
り

咲
き
（
ウ
ィ
ン
ブ
ル
ド
ン
開

始
時
は
３
位
）
も
決
定
的
に

な
っ
た
。
メ
ロ
は
、
１
５
年

に
２
６
週
間
に
わ
た
っ
て
世

界
ラ
ン
キ
ン
グ
１
位
に
な
っ

て
い
る
。

　

な
お
、
伯
人
に
よ
る
ウ
ィ

ン
ブ
ル
ド
ン
制
覇
は
、
同
大

会
を
８
度
制
し
た
マ
リ
ア
・

エ
ス
テ
ル
・
ブ
エ
ノ
が
１
９

６
６
年
に
女
子
ダ
ブ
ル
ス
で

優
勝
し
て
以
来
の
快
挙
だ
。

　

７
月
１
７
日
、
１
９
９
人

の
犠
牲
者
を
出
し
た
聖
市
コ

ン
ゴ
ー
ニ
ャ
ス
空
港
で
の
Ｔ

Ａ
Ｍ
機
事
故
か
ら
１
０
年
が

過
ぎ
た
が
、
未
だ
に
誰
も
事

故
の
責
任
を
問
わ
れ
て
い
な

い
と
１
６
、１
７
日
付
伯
字

各
紙
・
サ
イ
ト
が
報
じ
た
。

　

２
０
０
７
年
７
月
１
７

日
、
南
大
河
州
ポ
ル
ト
・
ア

レ
グ
レ
市
か
ら
聖
市
に
向
け

て
飛
行
し
て
い
た
Ｔ
Ａ
Ｍ

３
０
５
４
便
は
、
コ
ン
ゴ
ー

ニ
ャ
ス
空
港
の
滑
走
路
で
停

止
し
き
れ
ず
、
近
接
の
大
通

り
に
飛
び
出
し
て
、
Ｔ
Ａ
Ｍ

社
の
建
物
に
衝
突
、
機
体

は
炎
上
し
、
機
内
に
い
た

１
８
７
人
全
員
と
、
地
上
に

い
た
１
２
人
が
死
亡
し
た
。

　

調
査
で
は
速
度
調
整
用
の

レ
バ
ー
二
つ
の
位
置
が
ず
れ

て
い
た
事
が
判
明
し
、
事
故

原
因
は
パ
イ
ロ
ッ
ト
２
人
の

操
作
が
適
切
で
は
な
か
っ
た

か
ら
と
結
論
付
け
ら
れ
た
。

　

２
０
１
１
年
に
検
察
は
、

当
時
の
Ｔ
Ａ
Ｍ
社
飛
行
機
保

安
部
長
マ
ル
コ
・
ア
ウ
レ
リ

オ
氏
と
、
同
社
航
空
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
部
門
を
指
揮
し

て
い
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ァ

ジ
ェ
ル
マ
ン
副
社
長
、
民
間

航
空
監
督
庁
（
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｃ
）

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
だ
っ
た
デ

ニ
ー
ジ
・
ア
ブ
レ
ウ
氏
の
３

人
を
起
訴
し
た
。

　

し
か
し
、
３
年
後
の
１
４

年
に
は
当
の
検
察
が
フ
ァ

ジ
ェ
ル
マ
ン
氏
を
有
罪
と
す

る
証
拠
は
不
十
分
と
し
て
同

氏
の
無
罪
を
求
め
た
。

　

検
察
は
、
ア
ウ
レ
リ
オ
氏

は
、
事
故
当
時
の
コ
ン
ゴ
ー

ニ
ャ
ス
空
港
は
雨
の
た
め
滑

走
路
が
濡
れ
て
い
て
、
摩
擦

力
が
弱
ま
っ
て
い
た
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
他
の
空
港
に

着
陸
さ
せ
な
か
っ
た
と
し
、

ま
た
ア
ブ
レ
ウ
氏
は
、
同
空

港
の
滑
走
路
使
用
許
可
を
出

し
た
事
が
不
適
切
だ
っ
た
と

し
て
、
両
者
に
禁
固
２
４
年

を
求
刑
し
た
が
、
１
５
年
の

一
審
判
決
で
は
３
人
と
も
無

罪
だ
っ
た
。

　

全
員
無
罪
の
判
決
は
、
今

年
６
月
の
控
訴
審
判
決
で
も

保
た
れ
た
。
大
半
の
遺
族
は

判
決
に
納
得
で
き
ず
、断
固
、

上
告
す
べ
し
と
の
声
を
挙
げ

て
い
る
。

下院でルーラ救済法提出

５
１
年
ぶ
り
の
伯
人
の
栄
冠

ペ ル ー

ウ
マ
ラ
元
大
統
領
収
賄
で
逮
捕

（２）２０１７年 第４７９７号 ７月 １８日 （火曜日）

ウィンブルドンを制したマ
ルセロ・メロ（右）（AELTC 
/ Florian Eisele）

　

選
挙
法
改
正
に
関
す
る
書
類
は
４
月
末
に
提
出
さ
れ
た

非
公
式
の
国
民
投
票
に　

万
人

％
が
制
憲
議
会
に
反
対
表
明

ベネズエラ

98

700

Ｔ
Ａ
Ｍ
機
事
故
か
ら　

年
経
過

関
係
者
無
罪
判
決
に
不
満
の
遺
族

10
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